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水道料金


水道料金は、基本料金、超過料金及びメーター使用料で構成されています。

　基本料金：基本水量（0㎥～8㎥）の料金

　超過料金：基本水量を超えた使用水量に応じてかかる料金

　メーター使用料：口径別のメーター使用料


水道料金表


	用途	口径	基本水量	基本料金	超過水量	超過料金

			(1㎥につき)
	一般用	13mm	8㎥まで	1,200円	
			9㎥ ～20㎥


			

			 


			21㎥ ～50㎥


			 


			

			51㎥ ～

				
			160円

			 


			 


			210円

			 


			 


			283円

			
	20mm	1,300円
	25mm	2,500円
	30mm	3,000円
	40mm	5,000円
	50mm	7,500円
	75mm	10,000円
	100mm	20,000円
	100mmを

			超えるもの	管理者が

			別に定める
	湯屋用	 	150㎥ まで	14,000円	151㎥ ～	157円



※ 消費税別途、10円未満の端数切捨て


口径別水道料金早見表[PDF：819KB]


メーター使用料


	口径	使用料（消費税込）
	
			13mm

				70円
	 25mm以下	110円
	 40mm以下	290円
	50mm以下	660円
	75mm以下	1,370円
	125mm以下	1,650円



 


計算方法


計算式


水道料金＝ {基本料金＋ （超過水量×超過料金） } × 1.10（消費税計算）

※10円未満の端数切捨て


請求額＝水道料金＋メーター使用料（税込）


計算例


12月に検針　使用水量25㎥の場合［端数発生例］


使用水量を12月分（10月使用分）13㎥と1月分（11月使用分）12㎥に分けて算定。


【12月分】

　（　1,200円　＋　5㎥×160円　）×　1.10　＋　70円　≒　2,270円

　　基本水量分　　　超過水量分　　　　　メーター使用料



【1月分】

　（　1,200円　＋　4㎥×160円　）×　1.10　＋　70円　≒　2,090円

　 　基本水量分　　   超過水量分　　　　　メーター使用料

 



※10円未満の端数切捨て



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　水道課
郵便番号：796-0292
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-36-0621（0894-22-0376：水道料金、閉開栓に関すること）
FAX：0894-36-2191
E-Mail：suido@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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